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越前市の

地域クラブ活動について



① 少子化等の中でも将来にわたり越前市の子どもたちが
スポーツや文化芸術に継続して親しむことができる機会を
確保する。

② 越前市の子どもたちが、自発的な参画を通して「楽しさ」
「喜び」を感じ、自己実現を図りながら活動することが
できる場を整備する。

③ 地域の持続可能で多様なスポーツや文化芸術の環境を
一体的に整備し子どもたちの多様な体験機会を段階的に
確保する。

【越前市の子どもの新たなスポーツや文化芸術の活動環境構築の考え方】



越前市の地域クラブ活動の理念

(1) 越前市のウェルビーイングの方針（自分らしさを感じる場、

可能性を引き出す舞台づくり）に沿った地域クラブ活動

(2) 子どもや大人、障害者の参加・交流がある地域連携の

地域クラブ活動

(3) 新たなコミュニティーの場（学校・家庭以外のコミュニ

ティー）の創出としての地域クラブ活動

(4) 多様なスポーツや文化芸術の機会を広げる地域クラブ活動

(5) 体力、技術の向上、判断や選択（自己決定）による主体性

育成の地域クラブ活動

(6) 生涯のスポーツや文化芸術活動につながる地域クラブ活動



・生徒の個性を尊重すること。

・指導者がよき手本となること。

・適切な指導をすること。
（寄り添う指導、勇気づける指導）

・生徒の主体性を高めること。
（自己選択と自己決定の力）

指導者研修会（概要）



・モデル種目の実施（ソフトテニス・剣道・美術）
・月２回～３回の実施
・学校単位の大会参加
・地域クラブがあるときは、原則、学校部活動なし
・地域クラブがないときは、学校部活動可能
・形態としては、合同部活動
・地域の指導者と学校の指導者による専門的な指導
・送迎は、保護者または徒歩・自転車など
・経費は、保険料のみ

令和５年度の地域クラブ活動状況



・ ４月～ ソフトテニス・剣道・美術
合唱・柔道

・１０月～ 吹奏楽以外の種目・分野
(予定） 卓球 バドミントン

バレーボール
バスケットボール
野球 サッカー 陸上

・吹奏楽は、令和７年度開始予定
・経費は保険料（８００円）と大会参加料など

令和６年度の地域クラブ活動



令和６年度以降の部活動について

参加方法の多様化

・火曜日～金曜日の活動選択
（学校の部活動・学校外の活動等・休養）

・休日の活動選択
（地域クラブ活動・学校外の活動等・休養）



火～金曜日 休日

① ソフトテニス部
地域クラブ

（ソフトテニスクラブ）

② ソフトテニス部
地域クラブ

（美術クラブ）

③ ソフトテニス部
地域クラブ以外

または 休養

学校の部活動（ソフトテニス部）に入部する場合



学校の部活動に入部しない場合

火～金曜日 休日

④

サッカークラブチーム、
野球のボーイズ、

ダンス、習い事など

火～金曜日と同じ活動
または、

別の活動（地域クラブも可）

⑤

サッカークラブチーム、
野球のボーイズ、

ダンス、習い事など

休養

⑥ 休養 休養


